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平成 22年２月 17日 

第１回行政評価機能強化検討会 

資料５ 



 

行政評価局が立案し、運用している法令等 

 

政策評価法 
 

政策評価の目的や基本的な在り方、各府省や総務省が

行う評価の枠組み、国会への報告など政策評価制度の

基本について定める。 

政策評価の実施に関するガイ
ドライン 

 （政策評価各府省連絡会議了承） 

○ 基本方針を具体化した政策評価の

標準的な指針。 

○ 各府省における政策の体系化、評

価の３方式の具体的内容、評価手法

のポイントなどについて定める。 

規制の事前評価の実施に関
するガイドライン 

 （政策評価各府省連絡会議了承） 

○ 法施行令で義務付けられた規制

の事前評価において備えるべき内

容や手順についての標準的な指針。 

○ 分析対象期間の設定や費用・便益

の定量化などについて定める。 

政策評価に関する基本方針 
（閣議決定） 

政策評価の基本的な３方式や必要性等

の観点の考え方、政策評価と予算･決算

の連携強化、内閣の重要政策を踏まえ

た評価の推進などについて定める。 

政策評価法施行令 
 

事前評価の義務付けの対象政策（研

究開発、公共事業、ＯＤＡ、規制）

などについて定める。 

（法９条等による委任） （法５条による委任） 
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  各府省が行う政策評価の推進（概念図） 

 
 

 

  ○ 政策評価に関する基本的事項の「企画立案」 

                （総務省設置法４条 16 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     
    

政策評価に関する法令の企画・立案 

                 [事前評価の拡充] 

○ 各府省が行う政策評価の「推進」、「点検」 

（総務省設置法４条 16・17 号・政策評価法３・４・12 条） 

② 重要政策に関する政策評価の推進  

③ 各府省が行った政策評価の点検 

［チェックの重点化、現地調査機能の活用］  
 

① 政策評価結果の予算要求等への反映状況取りまとめ 

上記に基づく、各府省における政策評価の推進の枠組策定 

  [情報公開の推進、成果志向の目標設定の推進、事前評価の拡充] 
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平成20年４月 

行政評価等プロ

グラムの策定 
 

中期的な業務の基

本的な方針の決定
（毎年度の当初に公   

表） 

 

平成 22 年 1 月 

勧告等、 

結果公表、 

閣議発言 

・ 関係府省に 

対する改善 

事項の指摘 

等 

・ 調査結果の 

公表 

厚生労働省から、改善措置状況に 

関する回答を２回にわたって徴集 

・実地調査結果 
の整理・分析 

 
・事実関係の 
確認 

  

行政評価局調査の具体例 

「雇用保険二事業に関する行政評価・監視」（平成 22 年１月勧告） 

平成 20 年８月～11 月 

事前準備  

具体的 

な調査 

計画の 

策定 

・７管区行政評価局等を動
員（北海道、東北、中部、
近畿、中国、四国、九州） 

・調査対象：厚生労働省、
都道府県労働局、公共職
業安定所、（独）雇用・
能力開発機構、（独）高
齢・障害者雇用支援機
構、（財）21世紀職業財
団、（財）介護労働安定
センター、事業所等 

平成21年４月 

 ～12月 

調査結果の 
取りまとめ 

 
  

平成22年７月以降 

勧告に基づく改善措置状況 

のフォローアップの実施 
 

・情報 

収集 
 
・テスト 

調査 

 

 

【８月～11月】 

・情報収集 

・各監視官室内検討 

・局内検討 

平成19年８月～ 

テーマ選定作業 

 
 

【12月～３月】 

 全体調整 

・省内説明 

・政策分科会付議 

・大臣決裁 

平成20年12月～21年３月 

実地調査の実施 

（実地調査着手から結果公表まで、おおむね１年） 

22年 7月 

 
１回目の回答  
勧告からおお 
むね６か月後 
 

 
23年７月 
 
２回目の回答 
 
１回目の回答 
徴集からおお 
むね１年後 

標準的な行政評価局調査 
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「社会資本の維持管理及び更新に関する行政評価・監視－道路橋の保全等を中

心として－」（平成22年２月５日勧告）の流れ 

（20年５月～11月） 

事前準備 

（本省） 

（20年 12月～21年３月） 

実地調査 

（本省、８管区行政評価局等） 

（21年４月～22年１月） 

調査結果の取りまとめ 

（本省） 

（21年２月） 

勧告、公表 

（本省） 

◎アメリカや国内で道路橋の

落下事故が発生。老朽化への

対応が急務 

◎道路橋の保全等に係る事務

事業の実施状況を調査 

○関係法令、制度の勉強 

○有識者 15 人から参考ヒアリ

ング 

○本省ヒアリング（国土交通

省、農林水産省、林野庁） 

○自治体ヒアリング（秩父市、

飯能市、さいたま市（自治事

務））、道路橋の現状確認 

○テスト調査（岡山国道事務

所、中国四国地方農政局、青

森森林管理所、岡山県、青森

県、高梁市、八戸市にヒアリ

ング、道路橋等の現状確認） 

○調査事項の検討、調査計画の

設計 

○管区行政評価局等への調査

指示、伝達会議 

○調査対象機関 

・10地方整備局等、14国道管理

事務所等（4,528道路橋） 

・９都道府県（25,141 道路橋、

844林道橋） 

・７政令市（9,624道路橋） 

・17市町村（10,712道路橋、117

農道橋、594林道橋） 

 ※関東管内は本省が直轄調査

（年金問題対応関連） 

○主な調査事項 

 ①橋梁の点検、調査等の実施状

況、②補修・補強等の実施状況、

③アセットマネジメントの取組

状況 

○調査手法 

・対象機関での①ヒアリング、

②道路台帳、橋梁台帳など原

資料の実査、③調査表の作成

（データ等） 

・抽出した道路橋等に出向き、

現状調査（確証事例の収集） 

○本省及び８管区行政評価局

等による調査データの全体

集計・分析、問題事例の検

討・整理 

○勧告案及び結果報告書案の

作成 

 （主な問題事例） 

 ・橋梁マネジメントシステム

の確度が低い。道路台帳の

整備等が不十分。定期点検

等実施の道路橋は約５割。

農業保全対策事業（点検診

断事業）の活用が低調 

○国土交通省、農林水産省と、

事実関係の確認及び議論 

○地方公共団体とも事実関係

の確認（自治事務） 

○政務三役への説明 

○関係府省に「改善所見案」の

提示 

（勧告書 50 ページ、結果報告

書 132ページ） 

（勧告事項） 

１ 橋梁アセットマネジメントの取組

（長寿命対策）の推進 

 ○直轄道路橋の中長期的なライフサ

イクルコスト最小化のためのシス

テムの高度化 

 ○地方公共団体と連携・協働し、長

寿命化計画による効果算出手法等

の検討 

２ 橋梁の安全性及び信頼性の確保 

 ○直轄道路橋の道路台帳（橋調書）

の整備等の徹底 

 ○効率的維持管理のため、地方公共

団体と連携し、橋梁のデータベー

ス化等の検討、必要な情報共有化 

 ○地方公共団体の定期点検等の実施

促進のため、点検方法、損傷に関

する知識の修得など技術支援 

○予防保全的な維持管理の有効性に

関する周知、農道保全対策事業（点

検診断事業）の活用促進（農道） 

○ライフサイクルコストの縮減に向

けた管理手法の導入検討（林道） 

（標準的な調査の例） 
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「契約における実質的な競争性確保に関する緊急実態調査－物品調達を中心として－」 

（原口総務大臣指示。平成21年 11月 30日行政刷新会議に報告、全府省に通知）の流れ 

（20年 10月、11月） 

準備、実地調査 

（本省のみ） 

（21年 11月） 

調査結果の取りまとめ 

（本省） 

（21年 11月） 

行政刷新会議で報告、大臣通知、公表 

（本省） 

◎原口総務大臣から調査指示（10月 19

日） 

◎プロジェクトチーム（10 人程度）の

設置（10月 23日） 

◎「契約の適正な執行に関する行政評

価・監視」（20年 12月 16日全府省に

勧告）の知見あり。「事前準備」はほ

とんど不要 

 

○調査対象機関 

・全府省（本府省、外局の内部部局） 

・医療更正施設等の５機関 

○21 年４月～９月の一般競争（物品調

達）2,630 件のうち、「汎用性のない

物品」調達に係る「落札率 90％以上」

かつ「応札者数が二者以上」の契約

666件を中心に本省が直轄調査 

 

○調査対象機関に出向き、①ヒアリン

グ、②契約関係書類（10cm ドッチフ

ァイルで 40冊分）の実査 

○調査表の作成（データ等） 

○調査資料、データの集計、分析 

○問題事例の整理 

 

○勧告案等の作成、政務官と検討 

 ・調査した666件のうち97件（契

約金額約 158億円）に、①形式

的には複数応札者による競争

契約となっているが、実質的な

競争性が確保されていないお

それ、②入札前の性能審査の実

施方法、審査基準等が具体的に

示されていないなどの問題 

 

○関係府省と掲載データ、記載内

容等の事実関係の確認、議論 

 

○政務三役への説明 

 

○関係府省に指摘通知案の提示 

 

（結果報告書 61ページ） 

（指摘事項：今後取り組むべき課題） 

１ 調達物品の性能仕様の適切化 

 ○外部有識者党の幅広い意見聴取、審査委員会

等での検討を行うなど適切に決定すべき 

○入札前の性能審査の実施方法、審査基準等を

入札説明書等に具体的に示すべき 

２ 政府調達における仕様書案に対する意見招

請等の手続の遵守 

 ○競争力のある内外の供給者による市場参入

機会の拡大を確保するため、手続の遵守を調

達要求部署及び契約担当部署の担当者に徹

底。契約権限が各部局等に委任されている場

合であっても、官房会計課等が決定時にチェ

ックするなど内部牽制機能を有効に機能さ

せるべき 

３ 予定価格の適切な設定 

 ○情報収集等のコストを勘案し、次の措置 

・市場価格、他機関の取引価格等の情報を幅

広く収集、比較・検討の上、予定価格設定 

・予定価格が適正なものとなっているかの検証

のため、積算方法や比較・検討結果に関する

資料の作成、予定価格調書と一緒に保存 

（機動的な調査の例） 
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  世界最先端の「低公害車」社会の構築に関する政策評価（平成 21年６月 26 日勧告）の流れ 

政策の評価の主な手順  政策の評価の事例（世界最先端の「低公害車」社会の構築に関する政策評価） 
【政策効果の把握】（政策評価法 12条３項） 
○ 複数府省にまたがる政策についての政府全体とし

ての統一性や総合性の確保のための政策の評価（統

一性・総合性確保評価）においては、その対象とす

る政策について、その政策効果を把握し、これを基

礎として行うこととされている。 

 ○ 「低公害車導入のインセンティブ付与による、民間需要の誘発→生産量増→価格

低下→需要増という好循環」という効果が発現しているか。 
○ 達成目標：平成 22年度までに低公害車を 1000万台以上普及 
（計測すべき指標） 
・低公害車の保有台数、自動車排気ガス規制等の推移、導入費補助の実績等 

（把握の手法） 

・４省、452 事業者、47 都道府県、72 市町村、５メーカー、98 ディーラー等を調査 

・自動車保有台数等各種統計データ、事業者・メーカー・ディーラー等からの低公害車 

の購入・製造・販売等理由の聴取等、個人(4,000 人)からのアンケート調査等 
【評価の観点】（政策評価法 12条３項） 
○ 政策効果を基礎として、必要性、効率性又は有効

性等の観点から、評価を行う。 

  
○ 「より少ない財政負担で、民間活力を最大限引き出す」などの政策効果が発現し

ているか。 
【評価の結果】 

① 政策効果の発現状況 
 
 
② 政策目標の達成状況 
 
 
③ 財政負担と効果の関係 

  
① 低公害車普及によりＣＯ２、ＮＯｘ・ＰＭの排出量等の削減に一定の効果。また、

諸外国に先行する厳しい排ガス規制等により、低公害車の開発・実用化が促進。 

② 「低公害車を 1000万台以上普及」という目標は達成済み。しかし、この達成は既

存ガソリン車（低燃費かつ低排出ガス認定車）によるもの。今後、当該車のＣＯ２、

ＮＯｘ・ＰＭの削減量は技術的に限界。一方、他の低公害車等は、ＣＯ２排出量等

が少ないなどの長所がある反面、車両価格が高いなどの課題。 

③ 政策目標及び実現手段は、低公害車等ごとの特性（長所と課題）、関連する技術

開発の動向等を踏まえ、効果的かつ効率的で実効性のあるものとすることが必要。 
【勧告】（政策評価法及び政策評価に関する基本方針） 
○ 政府として指向するべき一定の方向性に照らし、

関係行政機関が具体的な措置を講ずる必要があると

認める場合には、勧告を行う。 

 【勧告：平成 21年６月】 
○ 低炭素社会の実現等環境政策やエネルギー政策の方向性を踏まえ、政策目標を含

め政策体系を再構築すること。その際には、低公害車等ごとの特性（長所と課題）

等を踏まえ、事務・事業の重点的な実施等について検討すること、特に電気自動車

等については、より効果的で実効性のある事務・事業とすること。 
 

（統一性・総合性確保評価の実例） 
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「行政相談委員制度の在り方に関する研究会報告書」について 

 

平成 21年７月 

総務省行政評価局 

 

１．行政相談委員について 

 

＜行政相談委員とは＞ 

行政相談委員は、行政相談委員法（昭和 41年６月 30日法律第 99号）に基づき、

国民の行政に関する苦情の解決の促進を図り、もって行政の民主的な運営に寄与

することを目的とし、行政に対する苦情、意見・要望等を受け付け、解決の促進

を図るものとして、総務大臣から委嘱された民間のボランティアであり、全市町

村に１人以上、全国で約 5,000人が配置されている。 

 

 ＜行政相談委員の活動＞ 

 ・昭和 40年代半ば以降、毎年 10万件を超える苦情等を受付 

・地域において、様々な方法で苦情等を受付（定例相談所、巡回相談、地域団体と

の懇談会、公共の場所で関係行政機関等と共同で開設する総合行政相談所等） 

 ・大規模災害の被災地等で開催する特別行政相談所での相談活動 

・行政相談委員が受け付けた苦情等を契機とする、国の行政機関等の制度・運営の

改善（例：建築計画概要書の閲覧制度の見直し（平成 19年）など） 

・我が国において、諸外国におけるオンブズマン制度と同様の機能の一翼を担って

いるとの評価 

 

＜行政相談委員の特質＞ 

◎ 気軽で信頼のおける地域の相談役 

   －①住民に身近な存在、②民間有識者として第三者的立場、③簡易・迅速な方

法で苦情解決を促進 

◎ 国の業務、地方公共団体の業務、民間・民事部門に関するもののいずれであ

るかを問わず、様々な苦情を受付（総合相談的機能） 

   －特に、地域においては国の行政について分野を問わず全般にわたって扱うこ

とができる唯一の存在 
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◎ 行政機関等から離れた第三者的立場 

   －①関係行政機関等の措置に納得できない場合、②直接関係行政機関等に苦情

を申し出にくい場合、③複数の関係行政機関等の調整が必要な場合、④どこ

に申し出たらよいかわからない場合などにも有効 

◎ 地域の声を国政に反映させる役割 

   －総務省の機能（行政相談、行政評価・監視）・行政苦情救済推進会議との連携、

総務大臣への意見陳述制度の活用により、行政の制度・運営も含めた全国的

な改善に貢献 

 

２．今回の行政相談委員制度の在り方の見直し 

行政相談委員制度については、法制定以降制度的な見直しは一切行われておらず、

この間の時代の変化等を踏まえ、初めてとなる全般的、抜本的な見直しを行うため、

研究会を開催したもの。 

本研究会は、行政評価局長の研究会として、平成 20年 12月以来７回開催。平成

21年７月８日報告書を公表。  

 

３．行政相談委員制度の在り方の見直しの趣旨と必要性 

・ 行政相談委員制度は、この 40数年間に、地域住民にとって、いわばセーフティ

ネットの一つとしての機能を果たすものとして定着している。 

・ 地域社会においては、急速な少子高齢化、コミュニティの希薄化等が進展し、

住民の間の様々な支え合いが薄れる中で、安全・安心にかかわる問題が頻発して

いる。また、年金記録問題など、行政が国民の日常生活等に密接にかかわる不安・

不満の払拭に的確かつ臨機に対応できないことにより、行政への不信が高まると

いう状況も生じている。 

・ このような中で、地域住民が抱える苦情、意見・要望等は、広範、膨大かつ多

様なものとなっている。 

・ このため、行政相談委員制度や行政相談委員の活動もこのような変化に適切に

対応したものとしていく必要がある。 

・ また、地域において、住民からの苦情等の受付・処理を行う機関等も広範・多

様なものとなっている。 

・ このようなことから、行政相談委員が、地域社会を取り巻く今日の状況の下で、

地域におけるさまざまな相談機関・団体と連携を強化して、その特質を生かして
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苦情等の解決に当たることが、地域住民の福祉の向上にとって必要不可欠である。 

 

  これを踏まえ、 

 ・関係機関等と行政相談委員との連携・協力 

・行政相談委員が受け付けた苦情等の処理 

 ・行政相談委員の活動全般 

  について、制度的な在り方の見直しを行う必要があることを提言。 

 

４．制度、仕組み等の在り方の具体的検討と今後の方向 

   

（１）地方公共団体、各種相談機関・委員等との連携・協力 

・ 行政相談委員と地方公共団体その他関係機関等との関係については、地域の実

情等に応じて一定の定型的な活動（定例相談所の開設、毎年定期的に行う合同相

談所の開設等）等に係る連携・協力関係が定着している。 

・ 他方、行政相談委員が、今日の地域における広範かつ多様な苦情、意見・要望

等を効果的に把握するためには、地域の状況、ニーズに適した活動を市町村、関

係機関等との連携・協力のもとに行うことが重要であるが、定型性を越えた連

携・協力関係の構築は、地域によって程度の差異が生じている状況である。 

  （法的根拠のない業務に係る連携・協力関係の不安定さが徐々に顕在化） 

・ 制度的に見ると、 

 地方公共団体等との連携・協力関係を法律に位置づけた例（平成 10 年の保

護司法改正、平成 16年の総合法律支援法等）が見られる 

 また、地方分権改革（平成 12 年）において、国と地方の対等な協力を基本

とした国・地方公共団体関係のルール化 

などの流れがあるところである。 

・ 行政相談委員法には、行政相談委員と関係機関等との連携・協力関係が規定さ

れていないが、上記を踏まえ、関係機関等との連携・協力関係の安定を図るため、

関連諸制度との均衡も踏まえ、以下の制度的検討等が必要である。 

 

① 行政相談委員と各種相談機関・委員等との連携・協力 

地域における各種相談機関・委員等との連携・協力関係を安定的で有効なも

のとするため、法制的な位置付けの検討が必要。 
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② 行政相談委員と地方公共団体との連携・協力 

   ア）行政相談委員の活動に関しての地方公共団体との連携・協力 

地方公共団体との協力関係を制度的に位置づけ、安定したものとするため、

法制的な規定を設ける方向で検討することが考えられる。（その場合、「協力

の義務付け」ではなく、「協力できる」という趣旨の規定が適当と考えられ

る。） 

イ）行政相談委員の委嘱における市町村による候補者の推薦 

行政相談委員候補者の選考に当たり、現在、運用上実施されている市町村

からの推薦に関し、法制的な規定を設ける方向で検討することが考えられる。

（規定振りについては、地方分権改革の趣旨を踏まえて検討する必要があ

る。） 

   ウ）行政相談委員と市町村の苦情相談員等との兼務 

市町村の苦情相談員等の兼務が事案処理能力の向上等に効果的であること

から、運用上、行政相談委員の選考手続を工夫することにより、兼務を推進

していくことが考えられる。 

 

（２）行政相談委員が受け付ける苦情等の処理等 

国民の権利意識の高まりとそれを踏まえた行政不服審査制度等の見直し状況等

を踏まえ、国民の権利利益の救済を安定的に行えるものとなるよう見直しが必要

である。 

 

① 国の行政機関等の業務に関する苦情等 

ア）行政相談委員の「通知」に対する関係行政機関等の回答義務 

行政相談委員が関係行政機関等に対して行う「通知」に対し、必要な回答

が得られない状況は、申出人の権利利益の保護等にかかわる問題であり、改

善が必要であることから、関係行政機関等に対して「回答」を求めることに

ついて制度的に位置づけることは意義がある。 

イ）行政苦情救済推進会議の制度化 

行政制度及び行政運営の基本に係る苦情事案や多数の機関に関連する苦情

事案等について、民間有識者からなる会議の意見を聴取することにより、的

確かつ効果的な処理を行うことを目的として開催されている行政苦情救済
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推進会議（懇談会等行政運営上の会合）について、法令上の審議会等として

の位置付けを与えることが適当である。 

ウ）行政運営の改善についての総務大臣への意見陳述 

管区行政評価局・行政評価事務所の支援、複数の者（あるいは行政相談委

員団体）からの提報の奨励、年ごとの重点テーマの設定などの改善方策が考

えられる。 

 

② 地方公共団体の業務に関する苦情等 

ア）地方公共団体の法定受託事務に関する苦情等の扱い 

地方公共団体の法定受託事務に関する苦情等は、総務省の行政相談の対象

とされているものの、行政相談委員の所掌範囲とはされておらず、運用上、

地方公共団体に「連絡」している。この解決促進を安定的な仕組みとして位

置付けることは住民福祉の向上となること等を勘案し、行政相談委員の所掌

範囲とする方向で検討することが考えられる。一方、地方分権改革の趣旨を

踏まえ、地方公共団体の意見を十分に聴きつつ、慎重に検討を行うことが必

要である。 

イ）地方公共団体の自治事務に関する苦情等の扱い 

現在、地方公共団体の自治事務に関する苦情等を受け付けた場合には、運

用上、地方公共団体に「連絡」している。解決促進を安定的な仕組みとして

位置付けることは住民福祉の向上となることから、この「連絡」を法的に位

置付ける方向で検討することが考えられる。一方、地方分権改革の趣旨を踏

まえ、地方公共団体の意見を十分に聴きつつ、慎重に検討を行うことが必要

である。 

 

③ 民間部門（公的な性格を有する民間組織等）の業務に関する苦情等 

一定範囲の公的な性格を有する民間組織等の業務に関する苦情等を取り扱う

ことについて、制度的な位置付けも含めて検討する必要がある。 

 

④ 地域における総合的な相談機能の制度的な位置付けの在り方 

地域において、行政相談委員が総合的な相談機能を発揮することについての

制度的な位置づけについては、中長期的な検討課題。 
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（３）行政相談委員が効果的な活動を行っていくための活動基盤 

   

① 委嘱の期間 

現在、２年とされている委嘱期間を延長する（再委嘱に係る期間のみを延長

するとの選択肢もあり得る。）方向で検討することが必要。 

 

  ② 活動（担当）区域、体制、人材の多様化 

    現在、市（特別区を含む。）町村とされている担当区域に関して、市町村を原

則としつつ、広域の担当区域などを例外的に定め得るようにする方向で検討す

ることが必要。また、現行体制（全国で約 5,000人）の下で、人材の多様化を

図ることを検討することが必要。 

 

③ 行政相談委員団体の在り方 

    現在、法的に根拠を持たない任意団体である行政相談委員の団体について、

地域における自主的な活動を行うとともに連携・協力の主体となるよう、最も

ふさわしい制度的な位置づけ（行政相談委員法における法定、法人格取得、そ

の他）を検討することが必要。 

  

 ④ 周知・広報、総務省（管区行政評価局・行政評価事務所）の支援 

行政相談委員が一層効果的な活動を行っていけるよう、 

   ・地域における総合相談的機能の発揮について、積極的にＰＲする 

   ・行政相談の意義や効果そのもの及び行政相談委員について、地域社会にＰＲ

するとともに、地域自治体における認知・理解を求める 

等の取組の推進が必要。 

 

５．今後の見直しの進め方 

  本研究会報告書を受け、今後は、以下のとおり見直しを進めていく。 

・ 法制的な検討が必要な課題については、関係各方面の意見も聴きつつ、更に具

体的な検討を行う。  

・ 運用面の改善が必要な課題については、関係行政機関等の協力を得つつ、早急

に措置を講じていく。  
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（別紙）  

 

「行政相談委員制度の在り方に関する研究会」の構成員 

 

 

 

 

座長 成田
な り た

  頼
より

明
あき

 

 横浜国立大学名誉教授、関東管区局行政苦情救済推進会議

委員 

 今川
いまがわ

    晃
あきら

 

 

同志社大学政策学部教授 

 伊
い

与
よ

久
く

  美子
よ し こ

 

 
元市川市役所総務部長、千葉県市川市担当行政相談委員 

 斎藤
さいとう

  誠
まこと

 

 

東京大学大学院法学政治学研究科教授 

 篠
しの

﨑
ざき

 由紀子
ゆ き こ

 

 ㈱都市生活研究所代表取締役社長、関西経済同友会常任

幹事、総務省第 29次地方制度調査会委員 

 山岡
やまおか

  永
なが

知
とも

 

 

日本大学名誉教授、東京都杉並区担当行政相談委員 

（五十音順・敬称略）  
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行政苦情救済推進会議 

 

１ 概要 

  行政に関する苦情のうち、現行の行政制度や運用においては適切な解決が困難な

事案について、高い識見を有する公平な第三者の国民的立場からの意見を聴取し、

その的確かつ効果的な処理を推進する方策を検討するために、総務大臣が開催（別

紙１ 開催要領）するもので、この会議の意見を踏まえ関係行政機関等にあっせん

するもの。 

  これにより、苦情を契機として、現行の枠組みを超えた制度的アプローチがシス

テム化され、行政相談の活性化にも資する。 

  なお、この会議は、第二次臨調最終答申（昭 58）において「行政相談制度の運用

に当たり…民間有識者の意見を反映」（※）とされたことに応じたものであり、行政

相談委員を含む行政相談、行政評価・監視機能とあいまって、日本型オンブズマン

を構成するものと位置付けてきている。 

  （※）第二次臨調最終答申（昭 58） 

「行政管理庁は、行政相談制度の運用に当たり、特に多数の行政機関に関連する事案等

他の苦情相談制度では対応が困難な事案の処理を積極的に推進するとともに、その適切な

運用のため民間有識者の意見を反映させる等の措置を講ずる」 

 

２ 開催状況等 

 ⅰ 開催は、随時 

 ⅱ 実務ではこれまで年３回程度開催（昭和 62 年から平成 21 年６月までの間に 78

回開催） 

 ⅲ 事案の標準的な処理パターンとしては、次の①～③を契機として付議案件を抽

出し、推進会議に付議 

  ①管区局等からの提案があった場合、②行政相談委員の意見があった場合、 

③本省の行政評価局スタッフが自ら相談案件のデータの中から取り上げる場合 

―→ 通常、１案件について２、３回の審議で結論に至っている。 

ⅳ これまでの実績としては、76件の改善方策について関係行政機関等にあっせん。 
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行政苦情救済推進会議開催要領 
 

平成 14年１月 31日総評相第７号 

          改正 平成 19年９月 21日総評相第１５６号総務大臣決裁 

 

１ 目的 
  行政苦情救済推進会議（以下「会議」という。）は、行政相談制度の活性

化に資する観点から、総務省に申し出られた行政に関する苦情等のうち行

政制度及び行政運営の基本に係るもの等について、高い識見を有する公平

な第三者による国民的立場からの意見を聴取し、その的確かつ効果的な処

理を推進することを目的として開催する。 
 
２ 構 成 
  会議は、次に掲げる有識者により構成し、総務大臣が開催する。 

（座長）堀田  力 （さわやか福祉財団理事長、弁護士） 
      秋山  收 （元内閣法制局長官） 

大森  彌 （東京大学名誉教授） 
      加賀美幸子 （千葉市女性センター名誉館長） 
      加藤 陸美 （（社）全国国民年金福祉協会連合会理事長、 

元環境事務次官） 
      小早川光郎 （東京大学大学院法学政治学研究科教授） 

谷   昇 （（社）全国行政相談委員連合協議会会長） 
               
３ 開催方法 
  必要に応じ随時開催する。 
 
４ 庶 務 
  会議の庶務は、総務省行政評価局行政相談課において処理する。 
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給  付  金 
２０，０００円 

障害基礎年金 
８２，５００円 

※ 負担額算定対象収入 
から除外 

障害者自立支援制度における心身障害者扶養共済給付金の取扱いの改善 

現 状 

改善策（平 20.11あっせん） 

改善措置 

・心身障害者扶養共済制度は、保護者が掛金を納入し、自己の死亡後に給付金を 
支給することにより、心身障害者の生活安定を図ることを目的とするもの 

〔障害基礎年金１級と給付金（１口２万円）が収入の場合〕 
 
 
 
 

＜給付金１口受給者＞ 

手元に残る額 
 

２８，０００円 － ＝ 

＜給付金未受給者＞

 

＜給付金１口受給者＞ 

－ ＝ 
手元に残る額 

 
 ２８，０００円 

 
 
＋ 

 ２０，０００円 

 

 

給付金をもらって

いるのに同じ額 

しか残らない… 

給付金が残っ

て安心した！ 

・障害者自立支援制度における利用者負担額の算定では、給付金は「収入」扱い 

・市町村民税非課税世帯に対しては、利用者負担後に手元に残る額が障害基礎年金１級の受給 

者で２８，０００円となるよう、利用者負担の軽減措置 

・この結果、給付金受給者の手元に給付金が残ることはなく、手元残額としては、給付金未受 

給者と変わらないという不合理な実態が発生 

・このような状況では、共済制度加入のインセンティブを損ない、同制度の継続に障害 

 

障害者自立支援制度における給付金の取扱いについて、共済制度加入の目的効果が損なわ

れることがないよう、当該給付金の性格を踏まえて、現行の利用者負担の算定方法を見直す

ことが必要 

 

厚生労働省では、平成 21 年７月から心身障害者扶養共済制度の給付金を収入と

して認定しない扱いに改め、その旨を都道府県等に文書通知するとともに、利用者

負担の認定に関するマニュアルを改定した。 

利用者負担 
（軽減措置） 

障害者施設 

－ ＝ 
手元に残る額 

 
２８，０００円 

算定対象収入 

給  付  金 
２０，０００円 

利用者負担 
（軽減措置） 

障害者施設 

利用者負担 
（軽減措置） 

障害者施設 
算定対象収入 
障害基礎年金 
８２，５００円 

算定対象収入 
障害基礎年金 

８２，５００円 

行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん事案 

資料１－２ 
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※平成 20年 10月から、政府管掌健康保健の保健者は全国健康保険協会に変更された。  

・保険料は毎月１日から 10日までの間に納付 

・納付期日までに納付しないときは、「正当な理由」ありとされる場合を除き、資格喪失 

妻の看病のため、

納付が１日遅れた

だけなのに･･･ 

健康保険の任意継続被保険者に係る保険料納付の改善 

現 状 

○ 納付遅延に係る「正当な理由」については、「天災地変とスト等」と示されて 

いるのみ。また、各社会保険事務所の判断が同一事案に対し区々 

○ 納付期間の 10日間は、土・日・祝祭日を含むなど、実質極めて短期 

○ 保険料納付において、他で広く普及している口座振替が導入されておらず 

改善策（平 20.8あっせん） 

改善措置 

全国健康保険協会では、平成 20年 10月、納付遅延に係る「正当な理由」につい

て、被保険者の入院や家族の看護等についても認める取扱いとし各都道府県支部に

文書通知するとともに、保険料の口座振替及びコンビニエンスストアでの 24 時間

納付を開始した。  

資格喪失 

納付期日の 
翌日に納付 

保 険 料 

口座振替なら 

急用やうっかり忘れ

があっても安心だ・・・ 

(正当な理由) 

配偶者の急病を理

由とするものなど 

「正当な理由」 

ありと認定され、

助かった・・・ 

保険料納付期間  

納付 

資格継続 口座引落 

☆ 社会保険庁は、以下の点について検討の上、所要の措置を講ずること 

① 納付遅延に係る「正当な理由」について、客観的にみてやむを得ないもの

の整理と明確化 

② 保険料納付期間の見直し 

③ 納付期間開始前までの納付書の本人送達の徹底 

④ 口座振替の導入等納付方法の多様化 

 

 

11日 毎月１日   ～   10日 

納付期日 納付 

保険料納付期間 
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         ※ 預金者の忘失等による払戻金に関する権利消滅を防止するためには、払戻証書の有効期

間経過後であっても３年間の再交付請求期間が設けられていることなどから、権利消滅の

期間を延長するより、権利消滅前において預金者に対し通知等を実施することとする方が

有効 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郵便貯金の払戻金に関する権利消滅の防止について 
－ 預金者サービスの向上の推進 － 

現 状 

○ 預金者の忘失等による払戻金に関する権利消滅の発生 

払戻証書の有効期間（６か月）経過後３年間再交付請求がない場合、払

戻証書に記載された貯金に関する預金者の権利は消滅 
・払戻金の権利消滅高 ⇒ H16年度：6.8億円、17年度：5.1億円、18年度：９億円 

○ 払戻金に関する権利消滅前において預金者に対する通知なし 

○ 機構実施の払戻証書の早期払戻しを呼びかける新聞広告等は預金者に知

られておらず、注意喚起策としては不十分 
（参考）新聞広告を「確かに見た」：4.1％（平成 20年４月機構実施の意向調査結果） 

①払戻証書発行 

有効期間 ６か月 

②払戻しの勧奨通知 
（４か月経過後） ③権利消滅 

再発行請求可能期間 ３年 

①払戻証書発行 

有効期間 ６か月 

②払戻しの勧奨通知 
（４か月経過後） 

③注意喚起の個別

通知等の実施 

再発行請求可能期間 ３年 

権利消滅せず

にすんだわ！ 

改善策 
（平 20.9あっせん） 

払戻金に関する権利消滅前において預金者に対し個別に

通知することを始め個々の預金者に対し有効な措置を講ず

ることについて検討することが必要 

改善措置 

郵便貯金・簡易生命保険管理機構では、平成 21 年２月から、「払戻しをお勧めす

る通知」を送付後、権利消滅前になお払戻金の払戻し請求がない場合には、再度「払

戻しをお勧めする通知」を送付するように取扱を改めた。 

通知なし 
忘れて

いたわ 

証書や通帳を紛失した郵便貯金を払い戻す場合、これらの代わりに独

立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が払戻証書を発行 
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